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(57)【要約】
【課題】簡単な構成で且つ低コストで、内視鏡の機種の
識別を行うことができ、内視鏡の内容積に応じた漏水検
知処理を行うことで、内視鏡の機種に拘わらず、漏水検
知処理の精度を向上する。
【解決手段】 内視鏡洗浄消毒装置１において、演算部
７４は、流量検出部７２により測定した流量と、給水時
間測定部７０ａにより測定した給水時間とに基づき、洗
浄消毒槽４内の水量を算出し、この算出した水量と洗浄
消毒槽４の内視鏡未収容時状態での満水時の容積と基づ
き、内視鏡の体積を算出する。スコープ認識部７５は、
この演算部７４により算出した内視鏡１００の体積とメ
モリ７３内の認識情報とに基づき、内視鏡１００の機種
を識別し、制御部７０は、漏水検知に用いる圧力変化値
を、識別した内視鏡の機種に応じた圧力変化値に設定し
て、漏水検知を行うように漏水検知部７７を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を収容して配置する洗浄消毒槽と、
　前記洗浄消毒槽に接続し、該洗浄消毒槽に給水するための給水管路と、
　前記給水管路に供給される水の流量を測定する流量検出手段と、
　前記洗浄消毒槽に給水された水の水位を検知する水位検知手段と、
　前記洗浄消毒槽に給水を開始してから、前記水位検知手段により予め設定された水位を
検知するまでの給水時間を測定する給水時間測定手段と、
　前記流量検出手段により測定した流量と、前記給水時間測定手段により測定した給水時
間とに基づいて、前記洗浄消毒槽内に供給された水量を算出するとともに、この算出した
前記洗浄消毒槽内の水量と、前記洗浄消毒槽の前記内視鏡未収容時状態での満水時の容積
とに基づいて、前記内視鏡の体積を算出する演算手段と、
　前記演算手段により算出した前記内視鏡の体積に基づいて、前記洗浄消毒槽に収容して
配置された前記内視鏡の機種を識別する内視鏡識別手段と、
　を具備したことを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　内視鏡を収容して配置する洗浄消毒槽と、
　前記洗浄消毒槽に接続し、該洗浄消毒槽に給水するための給水管路と、
　前記給水管路に供給される水の流量を測定する流量検出手段と、
　前記洗浄消毒槽に給水された水の水位を検知する水位検知手段と、
　前記洗浄消毒槽に給水を開始してから、前記水位検知手段により予め設定された水位を
検知するまでの給水時間を測定する給水時間測定手段と、
　前記流量検出手段により測定した流量と、前記給水時間測定手段により測定した給水時
間とに基づいて、前記洗浄消毒槽内に供給された水量を算出するとともに、この算出した
前記洗浄消毒槽内の水量と、前記洗浄消毒槽の前記内視鏡未収容時状態での満水時の容積
とに基づいて、前記内視鏡の体積を算出する演算手段と、
　前記演算手段により算出した前記内視鏡の体積に基づいて、前記洗浄消毒槽に収容して
配置された前記内視鏡の機種を識別する内視鏡識別手段と、
　前記洗浄消毒槽に収容して配置された前記内視鏡の内部を送気して加圧する送気手段と
、
　前記送気手段と前記内視鏡との間に配置して、前記内視鏡内部の単位時間当たりの圧力
変化を検出する圧力変化検出手段と、
　前記圧力変化検出手段により検出した前記圧力変化と、前記内視鏡識別手段により識別
した前記内視鏡の機種に応じた圧力変化値とで比較を行い、比較結果に基づいて前記内視
鏡の内部の漏水検知を行う漏水検知制御手段と、
　を具備したことを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記洗浄消毒槽の前記内視鏡未収容時状態での満水時の容積と、前記内視鏡の機種に応
じた圧力変化値とを記憶した記憶手段を有していることを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記漏水検知制御手段は、前記圧力変化及び前記内視鏡の体積に基づいて、単位時間当
たりの漏水量を算出する漏水量算出手段を有していることを特徴とする請求項２又は請求
項３に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄消毒槽に内視鏡を収容してこの内視鏡の漏水検知処理、洗浄処理及び消
毒処理を行う内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　体腔内の検査及び治療の目的に使用される内視鏡は、体腔内に挿入する挿入部の外表面
だけでなく、送気送水管路、吸引管路、処置具挿通用管路等の各内視鏡管路内にも汚物が
付着する。そのため、内視鏡は、外表面に限らず、必ず各内視鏡管路内についても洗浄、
消毒する必要がある。
【０００３】
　通常、内視鏡は、内視鏡洗浄消毒装置によって、洗浄消毒される。この内視鏡洗浄消毒
装置を用いて内視鏡の洗浄処理及び消毒処理を行う場合、作業者は、内視鏡洗浄消毒装置
本体に設けられた洗浄消毒槽内に内視鏡を収容しセットする。
【０００４】
　次いで、作業者は、この内視鏡の内視鏡管路内も洗浄消毒するため、前記洗浄消毒槽に
設けられた、内視鏡管路内へ液体、気体等の流体を供給するための各種供給ノズルと、内
視鏡の外表面に開口する各内視鏡管路の口金とを接続チューブ等を介して接続する。
【０００５】
　さらに、作業者は、内視鏡の内部に、空気漏れする穴等が形成されていないかを確認す
る、即ち漏水箇所が形成されていないかの漏水検知処理を行うため、内視鏡の内部に連通
する漏水検知用の口金と、前記各種供給ノズルの内、気体を送気する漏水検知ノズルとを
接続チューブ等を介して接続する。
【０００６】
　次いで、作業者は、洗浄消毒槽の蓋体を閉じた後、処理開始スイッチをＯＮする。する
と、内視鏡洗浄消毒装置は、前記漏水検知用の口金、漏水検知ノズルを介して内視鏡の内
部に気体を所定量送気した後、圧力センサにより圧力を測定することにより、漏水検知処
理を行う。
【０００７】
　その後、この漏水検知処理の結果、穴が発見されなければ、内視鏡洗浄消毒装置は、洗
浄処理を開始し、次いで、消毒処理を開始する。
【０００８】
　このように、内視鏡の漏水検知処理、洗浄処理及び消毒処理を行う従来の内視鏡洗浄消
毒装置としては、例えば特許文献１に示す内視鏡洗浄消毒装置がある。
【０００９】
　前記特許文献１は、エアポンプによって内視鏡の内部に気体を送気して加圧した後、圧
力センサにより得た、単位時間当たりの圧力変化値と予め設定された圧力変化値とで比較
を行うことで、内視鏡の漏水検知を行う内視鏡洗浄消毒装置に関する技術を開示している
。
【００１０】
　また、前記特許文献１は、消毒液等の流体を内視鏡の各内視鏡管路内に供給する際に、
洗浄消毒槽内の流体の体積の変化を求めることによって供給された前記流体の量を求める
とともに、この求めた流体の量と所定時間に基づいて前記各内視鏡管路内に供給される流
体の流量を算出し、この算出した流量と予め設定された流量値とを比較することで、前記
内視鏡管路内の詰まりを検出する内視鏡洗浄消毒装置に関する技術も開示している。
【特許文献１】特開２００４－２０２２４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　通常、内視鏡洗浄消毒装置の漏水検知処理は、漏れの有無による単位時間内の圧力変化
の違いを検出している。一方、内視鏡の内容積は、例えば１００ｍｌ～１５００ｍｌとい
ったように内視鏡の機種により大きく異なるため、同じ大きさの孔でも内視鏡の機種によ
り圧力変化が異なってくる。
【００１２】
　このため、全ての機種の内視鏡に対して、漏水検知を精度良く行うためには、内視鏡の
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機種を識別して内容積を予め把握する必要がある。
【００１３】
　そこで、内視鏡の機種を識別する方法としては、例えば、内視鏡に内視鏡識別情報等を
記憶したＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）等を設ける一方、内視鏡洗浄消毒
装置側に、前記内視鏡のＲＦＩＤに記憶した内視鏡識別情報を読み込む読取センサを設け
て、内視鏡の機種を識別する内視鏡ＩＤ識別方法がある。
【００１４】
　また、他の識別方法としては、内視鏡の内部を所定圧で加圧した後、単位時間当たりの
圧力変化を検出し、この検出した圧力変化から内視鏡の機種を識別するといった識別方法
もある。
【００１５】
　ところが、前記内視鏡ＩＤ識別機能では、ＲＦＩＤ及び読取センサ等を設ける必要があ
るため、内視鏡洗浄消毒装置全体のコストが高価になってしまうといった問題点がある。
【００１６】
　また、前記圧力変化を用いて識別する識別方法では、単に圧力変化のみを用いて内視鏡
の機種の識別を行うため、内視鏡に漏水があった場合には、例えば内容積の小さな内視鏡
を内容積の大きな内視鏡と誤検出してしまう虞れがあるといった問題点がある。
【００１７】
　このため、簡単な構成で、内視鏡の機種を識別し、この識別した内視鏡の内容積に応じ
て漏水検知処理を行う構成が望まれている。
【００１８】
　しかしながら、前記特許文献１に記載の内視鏡洗浄消毒装置では、内視鏡の機種を識別
し、この識別した内視鏡の内容積に応じて漏水検知処理を行う構成については何等開示も
示唆もされていない。
【００１９】
　また、前記特許文献１に記載の内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡の機種に拘わらず、単に
検出した単位時間当たりの圧力変化値と予め設定された圧力変化値とを比較し、この比較
結果に基づいて前記内視鏡の漏水検知処理を行っているので、漏水検知処理の精度を向上
できないといった不都合もあった。
【００２０】
　そこで、本発明は、前記問題点に鑑みてなされたもので、簡単な構成で且つ低コストで
、内視鏡の機種の識別を行うことができ、内視鏡の内容積に応じた漏水検知処理を行うこ
とで、内視鏡の機種に拘わらず、漏水検知処理の精度を向上することができる内視鏡洗浄
消毒装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡を収容して配置する洗浄消毒槽と、　前記洗浄
消毒槽に接続し、該洗浄消毒槽に給水するための給水管路と、前記給水管路に供給される
水の流量を測定する流量検出手段と、前記洗浄消毒槽に給水された水の水位を検知する水
位検知手段と、前記洗浄消毒槽に給水を開始してから、前記水位検知手段により予め設定
された水位を検知するまでの給水時間を測定する給水時間測定手段と、前記流量検出手段
により測定した流量と、前記給水時間測定手段により測定した給水時間とに基づいて、前
記洗浄消毒槽内に供給された水量を算出するとともに、この算出した前記洗浄消毒槽内の
水量と、前記洗浄消毒槽の前記内視鏡未収容時状態での満水時の容積とに基づいて、前記
内視鏡の体積を算出する演算手段と、前記演算手段により算出した前記内視鏡の体積に基
づいて、前記洗浄消毒槽に収容して配置された前記内視鏡の機種を識別する内視鏡識別手
段と、を具備している。
【００２２】
　また、他の発明の内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡を収容して配置する洗浄消毒槽と、前
記洗浄消毒槽に接続し、該洗浄消毒槽に給水するための給水管路と、前記給水管路に供給
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される水の流量を測定する流量検出手段と、前記洗浄消毒槽に給水された水の水位を検知
する水位検知手段と、前記洗浄消毒槽に給水を開始してから、前記水位検知手段により予
め設定された水位を検知するまでの給水時間を測定する給水時間測定手段と、前記流量検
出手段により測定した流量と、前記給水時間測定手段により測定した給水時間とに基づい
て、前記洗浄消毒槽内に供給された水量を算出するとともに、この算出した前記洗浄消毒
槽内の水量と、前記洗浄消毒槽の前記内視鏡未収容時状態での満水時の容積とに基づいて
、前記内視鏡の体積を算出する演算手段と、前記演算手段により算出した前記内視鏡の体
積に基づいて、前記洗浄消毒槽に収容して配置された前記内視鏡の機種を識別する内視鏡
識別手段と、前記洗浄消毒槽に収容して配置された前記内視鏡の内部を送気して加圧する
送気手段と、前記送気手段と前記内視鏡との間に配置して、前記内視鏡内部の単位時間当
たりの圧力変化を検出する圧力変化検出手段と、前記圧力変化検出手段により検出した前
記圧力変化と、前記内視鏡識別手段により識別した前記内視鏡の機種に応じた圧力変化値
とで比較を行い、比較結果に基づいて前記内視鏡の内部の漏水検知を行う漏水検知制御手
段と、具備している。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の内視鏡洗浄消毒装置によれば、簡単な構成で且つ低コストで、内視鏡の機種の
識別を行うことができる。また、内視鏡の漏水検知処理に用いれば、内視鏡の内容積に応
じた漏水検知処理を行うことで、内視鏡の機種に拘わらず、漏水検知処理の精度を向上す
ることができるといった利点を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。 
　図１から図５は本発明の内視鏡洗浄消毒装置の実施の形態を示し、図１はトップカバー
が開かれ、洗浄消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示す内視鏡洗浄消毒の斜視図、図２は
図１の内視鏡洗浄消毒装置の内部構成を示す構成図、図３は図２の内視鏡洗浄消毒装置の
主要部の構成を説明するための構成図、図４は本実施の形態の制御部の制御動作例を示す
フローチャートである。
【００２５】
　図１に示すように、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、内視鏡１００を洗浄、消
毒するための装置であり、装置本体２と、この装置本体２の上部に例えば図示しない蝶番
を介して開閉自在に接続された蓋体であるトップカバー３とにより主要部を構成している
。
【００２６】
　トップカバー３の装置本体２に対向する位置には、このトップカバー３を閉じた状態で
装置本体２に固定するための例えばラッチ８が配設されている。
【００２７】
　装置本体２の図１中に示す前面の例えば左側上部には、洗浄剤／アルコールトレイ１１
が、装置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。
【００２８】
　この洗浄剤／アルコールトレイ１１には、内視鏡１００を洗浄する際に用いる液体であ
る洗浄剤が貯留された洗浄剤タンク１１ａ、及び洗浄消毒後の内視鏡１００の各種内視鏡
管路を乾燥する際に用いる液体であるアルコールが貯留されたアルコールタンク１１ｂが
収納されている。また、この洗浄剤／アルコールトレイ１１は、引き出し自在に配設され
ているので、各タンク１１ａ、１１ｂに液体を補充できるようになっている。
【００２９】
　尚、洗浄剤／アルコールトレイ１１には、２つの窓部１１ｍが設けられており、これら
の２つの窓部１１ｍにより、各タンク１１ａ，１１ｂに注入されている洗浄剤及びアルコ
ールの残量が作業者によって確認できるようになっている。この洗浄剤は、給水フィルタ
により滅菌処理がされた水道水により所定の濃度に希釈される濃縮洗浄剤である。
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【００３０】
　また、装置本体２の前面の例えば右側上部には、カセットトレイ１２が装置本体２の前
方へ引き出し自在に配設されている。このカセットトレイ１２には、内視鏡１００を消毒
する際に用いる液体である、例えば過酢酸等の消毒液が注入された薬液ボトル１２ａが収
納されている。また、このカセットトレイ１２は、引き出し自在に配設されているので、
薬液ボトル１２ａをセットしたり或いは外したりできるようになっている。
【００３１】
　装置本体２の前記カセットトレイ１２の上部には、漏水検知結果の表示及び洗浄消毒時
間の表示等を行う表示部、及び消毒液を加温するための指示釦等を備えたサブ操作パネル
１３が配設されている。
【００３２】
　また、装置本体２の図中前面の下部には、装置本体２の上部に閉じられたトップカバー
３を作業者の踏み込み操作により装置本体２の上方に開くためのペダルスイッチ１４が配
設されている。
【００３３】
　また、装置本体２の上面の例えば前面側の両端部には、装置本体２の指示操作を行う各
種スイッチ類を備えたメイン操作パネル２５が配設されている。
【００３４】
　尚、通常において、内視鏡洗浄消毒装置１は、メイン操作パネル２５の操作により、内
視鏡１００の漏水検知処理を行う場合、予め設定された漏水検知プログラムによって動作
を行う。この漏水検知プログラムは、後述するが内視鏡１００の機種を種別するのに必要
な、内視鏡１００の内容積に応じた圧力変化値等の設定を行うことが可能であり、その設
定を行う際にサブ操作パネル１３の各種ボタンにより行われるようになっている。
【００３５】
　また、内視鏡洗浄消毒装置１は、メイン操作パネル２５の操作により、内視鏡１００を
洗浄／消毒する場合、予め設定された洗浄／消毒プログラムによって動作を行う。この洗
浄／消毒プログラムは、作業者により任意に洗浄時間、消毒時間等を設定することが可能
であり、その設定を行う際にサブ操作パネル１３の各種ボタンにより行われるようになっ
ている。
【００３６】
　また、装置本体２の上面の、前記トップカバー３が配設される側には、この装置本体２
に水道水を供給するための給水ホース接続口３１が配設されている。この給水ホース接続
口３１には、水道栓に接続されたホースが接続される。
【００３７】
　さらに、装置本体２の上面の略中央部には、内視鏡１００が収納自在な洗浄消毒槽４が
設けられている。この洗浄消毒槽４は、槽本体５０と、この槽本体５０の内視鏡収納口の
外周縁に連続して周設されたテラス部５１とにより構成されている。
【００３８】
　槽本体５０は、内視鏡１００が洗浄消毒される際、この内視鏡１００が収納自在であり
、槽本体５０内の底面５０ｔには、槽本体５０に供給された洗浄液、水、アルコール、消
毒液等を槽本体５０から排水するための排水口５５が設けられている。
【００３９】
　また、槽本体５０内の周状の側面５０ｓの任意の位置には、循環口５６が設けられてい
る。この循環口５６は、槽本体５０に供給された洗浄液、水、消毒液等を、槽本体５０か
ら、後述する手段を介して内視鏡１００の内部に配設された各種内視鏡管路に供給する、
又はフィルタ等を介し、後述する給水循環ノズル２４から槽本体５０に再度前記液体を供
給するためのものである。
【００４０】
　尚、前記循環口５６は、洗浄液、水、消毒液等を濾過するフィルタを内部に設けて構成
しても良い。　
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　また、前記循環口５６は、槽本体５０の底面５０ｔに設けられていても良い。循環口５
６が槽本体５０の底面５０ｔに設けられていれば、側面５０ｓに設けるよりも、槽本体５
０に供給された洗浄液、水、消毒液等を、槽本体５０から、早急に排出することができる
。また、内視鏡１００の各種内視鏡管路、又は再度槽本体５０への、洗浄液、水、消毒液
等の供給を早めることができる。さらに、作業者が循環口５６に設けられたフィルタ等を
交換するに際し、底面に設けられていると、作業者がアプローチしやすくなるといった利
点がある。
【００４１】
　また、前記洗浄消毒槽４において、槽本体５０の底面側には、図示はしないが複数の超
音波振動子、ヒータとが配設されている。また、槽本体５０の底面５０ｔの略中央部には
、管路消毒用ポート７を有する洗浄ケース６が配設されている。この超音波振動子は洗浄
消毒槽４に貯留される洗浄水、或いは水道水に振動を与えて、内視鏡１００の外表面を超
音波洗浄、或いは濯ぐものである。また、ヒータは、洗浄消毒槽４内に貯留される消毒液
等を所定の温度に加熱するためのものである。
【００４２】
　洗浄ケース６は、これに内視鏡１００の各スコープスイッチ等のボタン類、内視鏡１０
０に併設されている取り外し可能な部品を収容して、内視鏡１００と一緒に洗浄、消毒さ
せるものである。
【００４３】
　管路消毒用ポート７は、洗浄消毒ホースを介して、装置内部の管路に消毒液を供給し、
この給水管路を消毒するものである。
【００４４】
　また、槽本体５０の側面５０ｓの任意の位置には、槽本体５０に供給された洗浄液、水
道水、アルコール、消毒液等の水位を検出する水位検知手段としてのカバー付き水位セン
サ３２が設けられている。
【００４５】
　テラス部５１のテラス面５１ｔ以外の面、即ち槽本体５０の底面５０ｔと平行な面には
、洗浄剤ノズル２２及び消毒液ノズル２３が配設されている。この洗浄剤ノズル２２は、
槽本体５０に対し、洗浄剤タンク１１ａから、ポンプ４０により、水道水により所定の濃
度に希釈される洗浄剤を供給するようになっている。また、前記消毒液ノズル２３は、槽
本体５０に対し、薬液タンク５８から、ポンプ６５により、消毒液を供給するようになっ
ている。
【００４６】
　さらに、テラス部５１の槽本体５０の底面５０ｔと平行な面には、給水循環ノズル２４
が配設されている。この給水循環ノズル２４は、槽本体５０に対し、給水ホース接続口３
１に接続された水道栓からの水を供給する、又は槽本体５０の循環口５６から排出した洗
浄液、水、消毒液等を、再度槽本体５０に供給するようになっている。　
　尚、洗浄剤ノズル２２、消毒液ノズル２３及び給水循環ノズル２４は、テラス面５１ｔ
に配設されていても良い。
【００４７】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔの作業者近接位置４ｋに対向する側の面５１ｆに
は、内視鏡１００の内部に設けられた各種内視鏡管路管路に、洗浄液、水、アルコール、
消毒液、エア等を供給するための４つのポート３３ａ～３３ｄが設けられている。更に、
内視鏡内部に漏水検知用のエアーを供給するための２つの漏水検知用ポート３５も設けら
れている。
【００４８】
　尚、前記４つのポートは、例えば送気送水用ポート３３ａ、吸引シリンダ用ポート３３
ｂ、鉗子口用ポート３３ｃ、鉗子起上／副送水用ポート３３ｄを有して構成されている。
これら４つのポート３３ａ～３３ｄに限定されることはなく、必要に応じて増やしたり、
或いは減らしても良い。
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【００４９】
　次に、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置１の内部構成について図２を用いて説明する
。
【００５０】
　図２に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１は、給水ホース接続口３１が給水ホース３１
ａの一端と接続され、この給水ホース３１ａの他端が外部の水道蛇口５に接続されること
により、水道水が供給されている。
【００５１】
　給水ホース接続口３１は、給水管路９の一端と連通している。この給水管路９は、他端
が３方電磁弁１０に接続されており、管路の中途において、給水ホース接続口３１側から
順に、給水電磁弁１５、逆止弁１６及び給水フィルタ１７が介装されている。
【００５２】
　尚、給水フィルタ１７は、定期的に交換できるように、カートリッジタイプの濾過フィ
ルタである。従って、前記したように水道水は、給水フィルタ１７を通過することにより
濾過処理される。
【００５３】
　３方電磁弁１０は、流液管路１８の一端と接続されており、給水循環ノズル２４への給
水管路９又は流液管路１８との連通を内部の弁によって切り替え動作を行う。つまり、給
水循環ノズル２４は、３方電磁弁１０の切り替え動作により、給水管路９又は流液管路１
８のどちらか一方と連通する。
【００５４】
　また、３方電磁弁１０と給水循環ノズル２４との間には、流量検出手段を構成する給水
流量測定用センサ７７ａが介装されている。この給水流量測定用センサ７７ａは、給水管
路９、給水循環ノズル２４を介して洗浄消毒槽４に給水される流量を測定し、測定結果を
後述する流量検出部７２に出力する。また、流液管路１８の他端側には、流液ポンプ１９
が介装されている。
【００５５】
　洗浄消毒槽４に配設された循環口５６は、循環管路２０の一端に接続されている。循環
管路２０の他端は、前記流液管路１８の他端及びチャンネル管路２１の一端と連通するよ
うに、２つに分岐している。このチャンネル管路２１の他端は、４つのポート３３ａ～３
３ｄに連通している。
【００５６】
　前記チャンネル管路２１は、管路の中途において、前記一端側から順に、チャンネルポ
ンプ２６、逆止弁２７ａ、チャンネルブロック２７、ポート用ＣＨ（チャンネル）電磁弁
２８、及びポート用逆止弁２９が介装されている。
【００５７】
　チャンネルブロック２７とポート用ＣＨ電磁弁２８の間におけるチャンネル管路２１に
は、洗浄ケース６と一端が接続しているケース用管路３０の他端が接続されている。この
チャンネル管路２１には、リリーフ弁３６が介装されている。
【００５８】
　尚、チャンネルブロック２７は、チャンネル管路２１に連通する管路と、後述するアル
コール供給管路４１及びエア管路４４に連通する管路を備えてなるもので、それらチャン
ネル管路２１、アルコール供給管路４１及びエア管路４４が内部で連通するように交差し
ている管路接続体である。
【００５９】
　また、チャンネル管路２１を通る流体（洗浄液、濯ぎ水など）は、チャンネルポンプ２
６からの送液時に、後述の電磁弁４３及び逆止弁４７によって、アルコール供給管路４１
及びエア管路４４に連通するチャンネルブロック２７の管路が塞がれるため、逆止弁３６
及びＣＨ電磁弁２８方向にのみ送液される。
【００６０】
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　さらに、アルコールタンク１１ｂからのアルコールは、アルコール供給管路４１を介し
てアルコール供給ポンプ４２による送液時に、逆止弁２７ａ及び逆止弁４７によって、逆
止弁３６及びポート用ＣＨ電磁弁２８方向にのみ送液される。つまり、チャンネルブロッ
ク２７は、逆止弁２７ａ、４７及び電磁弁４３によって、内部の管路を流れる流体を所定
の方向へ向けることができる。
【００６１】
　また、管路消毒用ポート７には、消毒用管路３７の一端が接続されており、この消毒用
管路３７の他端は給水フィルタ１７と逆止弁１６との間において、給水管路９に接続され
ている。また、消毒用管路３７には、管路消毒用ポート７側に逆止弁３８が介装されてい
る。
【００６２】
　洗浄剤ノズル２２は、洗浄剤供給管路３９の一端と接続されており、洗浄剤供給管路３
９の他端は、洗浄剤タンク１１ａに接続されている。この洗浄剤供給管路３９には、その
途中に洗浄剤供給ポンプ４０が介装されている。また、洗浄剤供給管路３９には、流量セ
ンサ３９ｂが配設されている。
【００６３】
　アルコールタンク１１ｂは、アルコール供給管路４１の一端と接続されている。このア
ルコール供給管路４１は、チャンネル管路２１に連通するように、チャンネルブロック２
７に接続されている。このアルコール供給管路４１には、アルコールタンク１１ｂ側にア
ルコール供給ポンプ４２と、チャンネルブロック２７側に電磁弁４３が介装されている。
また、このアルコール供給管路４１にも、前記洗浄剤供給管路３９と同じように流量セン
サ４１ｂが配設されている。
【００６４】
　前記チャンネルブロック２７には、エアポンプ４５からの空気を供給するためのエア管
路４４の一端がチャンネル管路２１と連通するように接続されている。このエア管路４４
は、他端が前記エアポンプ４５に接続されており、このエアポンプ４５とのチャンネルブ
ロック２７との間には、逆止弁４７と、定期的に交換されるエアフィルタ４６とが介装さ
れている。
【００６５】
　漏水検知用ポート３５には、漏水検知用ポンプ３５Ａからの漏検エア管路が圧力センサ
７７ｂを介して設けられている。尚、圧力センサ７７ｂは、内視鏡１００内部の単位時間
当たりの圧力変化を検出し、検出結果を制御部７０に出力する。
【００６６】
　洗浄消毒槽４の排水口５５には、弁の切り替え動作により、外部へ洗浄液等を排出した
り、薬液タンク５８に消毒液を回収したりするための切替弁５７が配設されている。この
切替弁５７は、外部排水口へ接続される図示しない排水ホースと一端が接続されて連通す
る排水管路５９の他端に接続されており、この排水管路５９には排水ポンプ６０が介装さ
れている。また、切替弁５７は、薬液回収管路６１の一端と接続され、この薬液回収管路
６１の他端は薬液タンク５８に接続されている。
【００６７】
　薬液タンク５８は、薬液ボトル１２ａからの消毒液が供給されるように、薬液供給管路
６２の一端とも接続されている。この薬液供給管路６２の他端は、カセットトレイ１２に
接続されている。
【００６８】
　また、薬液タンク５８内には、一端に吸引フィルタ６３が設けられた薬液管路６４の前
記一端部分が収容されている。この薬液管路６４は、他端が消毒液ノズル２３に接続され
ており、この消毒液ノズル２３と薬液タンク５８との間には薬液ポンプ６５が介装されて
いる。
【００６９】
　尚、洗浄消毒槽４の底面５０ｔの背面には、前記したように洗浄性を向上させる複数の
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超音波振動子５２と、消毒液を最適な温度に加温するヒータ５３とが配設されている。　
　また、槽本体５０の側面５０ｓに設けられたカバー付き水位センサ３２は、水位検知手
段を構成するもので、後述する制御部７０に電気的に接続されている。このカバー付き水
位センサ３２は、洗浄消毒槽４の槽本体５０に供給された洗浄液、水道水、消毒液等の水
位の検出結果を前記制御部７０に出力する。
【００７０】
　内視鏡洗浄消毒装置１の内部には、外部のＡＣコンセントから電力が供給される電源７
１と、この電源７１と電気的に接続される制御手段である制御部７０と、前記給水流量測
定用センサ６５と電気的に接続される流量検出部７２と、
洗浄消毒槽４の内視鏡１００未収容時状態での満水時の容積及び内視鏡１００の機種に応
じた圧力変化値等が格納されたメモリ７３とが設けられている。
【００７１】
　流量検出部７２は、給水流量測定用センサ６５より検出された流量値を検出し、検出結
果を制御部７０に出力する。
【００７２】
　前記制御部７０は、メイン操作パネル２５、サブ操作パネル１３、及び流量検出部７２
からの各種信号が供給され、前記各ポンプ、各電磁弁等を駆動制御する。
【００７３】
　本実施の形態では、制御部７０は、洗浄消毒槽４に収容された内視鏡１００の内部の漏
水検知を行う場合、後述するスコープ認識部７５により前記内視鏡１００を識別し、この
識別した内視鏡１００の機種に応じた圧力変化値となるように、漏水検知処理により用い
られる圧力変化値を設定する。そして、制御部７０は、この設定した圧力変化値と検出し
た圧力変化とで比較を行い、内視鏡１００の内部の漏水検知を行うように制御する。
【００７４】
　次に、このような本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置１の主要部の構成について図３を
用いて説明する。
【００７５】
　本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、簡単な構成で且つ低コストで、内視鏡１００
の機種の識別を行うことができ、また、内視鏡１００の漏水検知に用いれば、内視鏡１０
０の内容積に応じた漏水検知処理を行うことで、内視鏡１００の機種に拘わらず、漏水検
知処理の精度を向上することができるように構成している。
【００７６】
　具体的には、図３に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１の漏水検知制御手段を構成する
制御部７０は、給水時間測定手段を構成する給水時間測定部７０ａと、演算手段を構成す
る演算部７４と、内視鏡識別手段を構成するスコープ認識部７５とを有して構成されてい
る。
【００７７】
　また、制御部７０には、内視鏡１００の漏水検知を行うための漏水検知手段を構成する
漏水検知部７７が接続されている。
【００７８】
　尚、この漏水検知部７７は、図２中で示した、漏検エア管路、漏水検知用ポンプ３５Ａ
、圧力センサ７７ｂ、内視鏡１００の漏水検知用の口金（図示せず）と、漏水検知用ポー
ト３５とを接続する漏水検知用接続チューブ１０１等により構成されている。
【００７９】
　この漏水検知部７７は、制御部７０による制御により、内視鏡１００の内部を加圧し、
このときの内視鏡１００の内部の圧力変化を検出すると共に、検出した圧力変化と予め設
定された圧力変化値とで比較を行い、この比較結果に基づいて内視鏡１００の内部の漏水
検知を行う。
【００８０】
　一方、制御部７０の前記給水時間測定部７０ａは、洗浄消毒槽４に給水を開始してから
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、カバー付き水位センサ３２により予め設定された水位を検知するまでの給水時間を測定
する。
【００８１】
　演算部７４は、前記流量検出部７２により測定した流量と、前記給水時間測定部７０ａ
により測定した給水時間とに基づいて、洗浄消毒槽内の水量を算出するとともに、この算
出した洗浄消毒槽４の水量と、洗浄消毒槽４の内視鏡１００未収容時状態での満水時の容
積４Ｖと基づいて、洗浄消毒槽４に収容して配置した内視鏡１００の体積（内容積）を算
出する。
【００８２】
　尚、前記メモリ７３には、洗浄消毒槽４の内視鏡１００未収容時状態での満水時の容積
４Ｖと、内視鏡１００の内容積に応じて機種を識別するのに必要な識別情報と、内視鏡１
００の機種に応じた単位時間当たりの圧力変化値とが格納されている。
【００８３】
　この場合、本実施の形態において、前記洗浄消毒槽４の満水時の容積は、１３０００ｍ
ｌとしている。勿論、この洗浄消毒槽４の容積はこれに限定されるものではなく、使用す
る機種に応じて適宜変更が可能である。
【００８４】
　制御部７０のスコープ認識部７５は、前記演算部７４により算出した内視鏡の体積とメ
モリ７３の識別情報とに基づいて、洗浄消毒槽４に収容して配置された内視鏡１００の機
種を識別する。
【００８５】
　制御部７０は、このスコープ認識部７５の識別結果に対応する機種の圧力変化値を前記
メモリ７３から読み出し、前記漏水検知部７７により用いられる圧力変化値として設定す
る。そして、制御部７０は、この内視鏡１００の機種に応じた圧力変化値と、圧力センサ
７７ｂにより検出した圧力変化とで比較を行い、内視鏡１００の内部の漏水検知を行うよ
うに前記漏水検知部７７を制御する。
【００８６】
　即ち、漏水検知を行う内視鏡１００の機種を簡単な構成で識別することができ、また、
この識別により、漏水検知を行う内視鏡１００の機種に応じた圧力変化値を用いて漏水検
知処理を行うことができる。
【００８７】
　尚、前記漏水検知部７７により内視鏡１００の漏水検知を行う場合には、図示はしない
が、内視鏡１００の内部に連通する漏水検知用の口金と、内視鏡洗浄消毒装置１の漏水検
知用ポート３５とを漏水検知用接続チューブ１０１によって接続すれば良い。
【００８８】
　また、制御部７０には、サブ操作パネル１３等の表示部７６が電気的に接続されており
、この表示部７６は、制御部７０の表示制御によって、漏水検知結果の表示及び洗浄消毒
時間の表示等を行うようになっている。
【００８９】
　次に、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置１の作用について図４及び図５を用いて説明
する。尚、図３に示すように、予め内視鏡１００の内部に連通する漏水検知用の口金と、
内視鏡洗浄消毒装置１の漏水検知用ポート３５とを漏水検知用接続チューブ１０１により
接続し、その後、この内視鏡１００を洗浄消毒槽４内に収容したものとする。
【００９０】
　いま、内視鏡１００の漏水検知を行う場合に、作業者によるメイン操作パネル２５の操
作によって、漏水検知モードが実行されたとする。
【００９１】
　すると、制御部７０は、図５に示す漏水検知モードを実行するためのプログラムを図示
しないメモリから読み出して実行し、即ち、ステップＳ１の処理により漏水検知部７７を
駆動させて漏水検知を開始する。
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【００９２】
　このとき、制御部７０は、電磁弁１５を開くとともに、給水管路９が給水循環ノズル２
４と連通するように３方電磁弁１０の切替制御を行う。
【００９３】
　その後、制御部７０は、続くステップＳ２の処理で、給水流量測定用センサ６５及び流
量検出部７２より検出された流量を測定する。
【００９４】
　次いで、制御部７０は、続くステップＳ３の処理で、給水時間測定部７０ａにより、洗
浄消毒槽４に給水を開始してから、カバー付き水位センサ３２により予め設定された水位
を検知するまでの給水時間を測定する。
【００９５】
　そして、制御部７０は、続くステップＳ４、ステップＳ６、ステップＳ８、ステップＳ
１０、ステップＳ１２の各判断処理によって、演算部７４及びスコープ認識部７６を用い
て洗浄消毒槽４内に収容されて配置された内視鏡１００の機種の識別を行う。
【００９６】
　ここで、例えば、本実施の形態にて用いられる洗浄消毒槽４の容積を１３０００ｍｌと
し、また、漏水検知を行う内視鏡（スコープともいう）１００の機種毎の外容積を、１５
００ｍｌ、１０００ｍｌ、５００ｍｌ、１００ｍｌとしたとする。
【００９７】
　制御部７０は、先ずステップＳ４の処理で、演算部７４を用いて流量検出部７２より測
定した流量Ｑ１と、給水時間測定部７０ａにより測定した給水時間ｔ１とに基づき算出し
た給水量Ｖ１が１１５００ｍｌ未満であるか否かの判定を行う。この場合、１１５００ｍ
ｌ未満であった場合にはステップＳ５にすすみ、そうでない場合にはステップＳ６に進む
。
【００９８】
　ステップＳ５の処理では、制御部７０は、スコープ認識部７５の識別により洗浄消毒槽
４内に水が溜まっていた（排水不良であった。）と判断し、エラーを出して工程を終わら
せる。
【００９９】
　一方、ステップＳ６の判断処理では、制御部７０は、演算部７４を用いて流量検出部７
２より測定した流量Ｑ２と、給水時間測定部７０ａにより測定した給水時間ｔ２とに基づ
き算出給水量Ｖ２が１１５００ｍｌ以上１２０００ｍｌ未満であるか否かの判定を行う。
この場合、１１５００ｍｌ以上１２０００ｍｌ未満であった場合には、ステップＳ７に進
み、そうでない場合にはステップＳ８に進む。
【０１００】
　ステップＳ７の処理では、制御部７０はスコープ認識部７５の識別により、洗浄消毒槽
４内に内視鏡１００が１５００ｍｌの外容積であると判断し、この内視鏡１００に対応す
る機種の圧力変化値を前記メモリ７３から読み出し、前記漏水検知部７７により用いられ
る圧力変化値に替えて設定する。
【０１０１】
　そして、制御部７０は、この内視鏡１００の機種に応じた圧力変化値と検出した圧力変
化値とで比較を行い、内視鏡１００の内部の漏水検知を行うように、前記漏水検知部７７
を制御し、漏水検知完了後に、その旨を表示部７６等により作業者に告知した後にルーチ
ンを終了させる。
【０１０２】
　次のステップＳ８の判断処理では、制御部７０は、演算部７４を用いて流量検出部７２
より測定した流量Ｑ３と、給水時間測定部７０ａにより測定した給水時間ｔ３とに基づき
算出した給水量Ｖ３が１２０００ｍｌ以上１２５００ｍｌ未満であるか否かの判定を行う
。この場合、１２０００ｍｌ以上１２５００ｍｌ未満であった場合には、ステップＳ９に
進み、そうでない場合にはステップＳ１０に進む。
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【０１０３】
　ステップＳ９の処理では、制御部７０はスコープ認識部７５の識別により、洗浄消毒槽
４内に内視鏡１００が１０００ｍｌの外容積であると判断し、この内視鏡１００に対応す
る機種の圧力変化値を前記メモリ７３から読み出し、前記漏水検知部７７により用いられ
る圧力変化値に替えて設定する。
【０１０４】
　そして、制御部７０は、この内視鏡１００の機種に応じた圧力変化値と検出した圧力変
化値とで比較を行い、内視鏡１００の内部の漏水検知を行うように、前記漏水検知部７７
を制御し、漏水検知完了後に、その旨を表示部７６等により作業者に告知した後にルーチ
ンを終了させる。
【０１０５】
　次のステップＳ１０の判断処理では、制御部７０は、演算部７４を用いて流量検出部７
２より測定した流量Ｑ４と、給水時間測定部７０ａにより測定した給水時間ｔ４とに基づ
き算出した給水量Ｖ４が１２５００ｍｌ以上１２９００ｍｌ未満であるか否かの判断を行
う。この場合、１２５００ｍｌ以上１２９００ｍｌ未満であった場合には、ステップＳ１
１に進み、そうでない場合にはステップＳ１２に進む。
【０１０６】
　ステップＳ１１の処理では、制御部７０はスコープ認識部７５の識別により、洗浄消毒
槽４内に内視鏡１００が５００ｍｌの外容積であると判断し、この内視鏡１００に対応す
る機種の圧力変化値を前記メモリ７３から読み出し、前記漏水検知部７７により用いられ
る圧力変化値に替えて設定する。
【０１０７】
　そして、制御部７０は、この内視鏡１００に対応する機種に応じた圧力変化値と検出し
た圧力変化値とで比較を行い、内視鏡１００の内部の漏水検知を行うように、前記漏水検
知部７７を制御し、漏水検知完了後に、その旨を表示部７６等により作業者に告知した後
にルーチンを終了させる。
【０１０８】
　次のステップＳ１２の判断処理では、制御部７０は、演算部７４を用いて流量検出部７
２より測定した流量Ｑ５と、給水時間測定部７０ａにより測定した給水時間ｔ５とに基づ
き算出した給水量Ｖ５が１２９００ｍｌ以上１３０００ｍｌ未満であるか否かの判定を行
う。この場合、１２９００ｍｌ以上１３０００ｍｌ未満であった場合には、ステップＳ１
３に進み、そうでない場合にはステップＳ１４に進む。
【０１０９】
　ステップＳ１３の処理では、制御部７０はスコープ認識部７５の識別により、洗浄消毒
槽４内に内視鏡１００が１００ｍｌの外容積であると判断し、この内視鏡１００に対応す
る機種の圧力変化値を前記メモリ７３から読み出し、前記漏水検知部７７により用いられ
る圧力変化値に替えて設定する。
【０１１０】
　そして、制御部７０は、この内視鏡１００の機種に応じた圧力変化値と検出した圧力変
化値とで比較を行い、内視鏡１００の内部の漏水検知を行うように、前記漏水検知部７７
を制御し、漏水検知完了後に、その旨を表示部７６等により作業者に告知した後にルーチ
ンを終了させる。
【０１１１】
　次のステップＳ１４の判断処理では、制御部７０は、演算部７４を用いて流量検出部７
２より測定した流量Ｑ６と、給水時間測定部７０ａにより測定した給水時間ｔ６とに基づ
き算出した給水量Ｖ６が１３０００ｍｌ以上であるか否かの判断を行う。この場合、１３
０００ｍｌ以上であった場合には、ステップＳ１５に進む。
【０１１２】
　ステップＳ１５の処理では、制御部７０はスコープ認識部７５の識別により、洗浄消毒
槽４内に内視鏡が設置されていないと判断し、前記漏水検知部７７を制御し、漏水検知を
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行わず、その旨を表示部７６等により作業者に告知した後にルーチンを終了させる。
【０１１３】
　尚、本実施の形態において、内視鏡１００の内容積が例えば１００ｍｌ～１５００ｍｌ
の間で分類される機種に対して漏水検知を行う一例を説明したが、勿論、このような機種
に限定されるものではなく、必要に応じて機種を増やしたり又は減らしたりしても良い。
この場合、機種毎の圧力変化値をメモリ７３に記憶する必要がある。
【０１１４】
　また、本実施の形態において、内視鏡１００の漏水検知処理を行う場合に、制御部７０
の演算部７４又は漏水検知部７７によって、検出した内視鏡１００の内部の圧力変化及び
識別した内視鏡１００の体積に基づいて、単位時間当たりの漏水量を算出することも可能
であり、単位時間米の漏水量を検出することで、より漏水検知の精度の向上に大きく寄与
できる。
【０１１５】
　以上、説明したように、制御部７０による制御動作を行うことにより、内視鏡１００の
機種に拘わらず、漏水検知処理の精度を向上することが可能となる。
【０１１６】
　従って、本実施の形態によれば、簡単な構成で且つ低コストで、内視鏡１００の機種の
識別を行うことができ、内視鏡１００の内容積に応じた漏水検知処理を行うことで、内視
鏡１００の機種に拘わらず、漏水検知処理の精度を向上することが可能となる。
【０１１７】
　尚、本実施の形態において、洗浄消毒槽４内に収容して配置した内視鏡１００の機種を
識別し、この識別結果を漏水検知を行う際の圧力変化値の設定変更に用いたが、これに限
定するものではなく、内視鏡洗浄消毒装置１における各種制御に用いてもよい。これによ
り、内視鏡洗浄消毒装置１全体のコスト低減化を図ることも可能となる。
【０１１８】
　本発明は、以上述べた実施の形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々変形実施可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の内視鏡洗浄消毒装置の一実施の形態を示し、トップカバーが開かれ、洗
浄消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示す内視鏡洗浄消毒の斜視図。
【図２】図１の内視鏡洗浄消毒装置の内部構成を示す構成図。
【図３】図２の内視鏡洗浄消毒装置の主要部の構成を説明するための構成図。
【図４】本実施の形態の制御部の制御動作例を示すフローチャート。
【符号の説明】
【０１２０】
１…内視鏡洗浄消毒装置、
２…装置本体、
３…トップカバー、
４…洗浄消毒槽、
９…給水管路、
１５…給水電磁弁、
１６…逆止弁、
１７…給水フィルタ、
１８…流液管路、
１９…流液ポンプ、
２０…循環管路、
２１…チャンネル管路、
２５…メイン操作パネル、
２６…チャンネルポンプ、
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２８…ポート用ＣＨ電磁弁、
３２…カバー付き水位センサ、
３３ａ…吸引シリンダ用ポート、
３３ｂ…送気送水用ポート、
３３ｃ…鉗子口用ポート、
３３ｄ…鉗子起上／副送水用ポート、
３５…漏水検知用ポート、
３５Ａ…漏水検知用ポンプ、
７０…制御部、
７０ａ…給水時間測定部、
７１…電源、
７２…流体検出部、
７３…メモリ、
７４…演算部、
７５…スコープ認識部、
７６…表示部、
７７…漏水検知部、
７７ａ…給水流量測定用センサ、
７７ｂ…圧力センサ、
１００…内視鏡。

【図１】 【図２】
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